
激
化
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

二

攘
夷
決
行
と
小
倉
藩

攘
夷
を
め
ぐ
る

朝

幕

関

係

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、
大
老
井
伊
直
弼

が
勅
許
を
得
な
い
で
日
米
修
好
通
商
条
約
を

結
び
、
更
に
反
対
勢
力
を
弾
圧
し
た
安
政
の
大
獄
を
お
こ
し
た
。

そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
に
反
対
す
る
攘
夷
運
動
が
急
速
に
高
揚
し

た
。
こ
の
攘
夷
運
動
は
、
京
都
の
朝
廷
勢
力
を
一
大
勢
力
に
お
し

あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）、
桜
田
門
外

の
変
で
井
伊
直
弼
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
久
世
広
周
・
安
藤
信
正
が

幕
政
を
担
当
し
、
特
に
安
藤
信
正
は
和
宮
降
嫁
を
推
進
し
て
公
武

合
体
運
動
を
主
導
し
た
。
こ
の
た
め
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）、

安
藤
信
正
も
尊
攘
派
か
ら
襲
撃
さ
れ
て
重
傷
を
負
っ
た
。
坂
下
門

外
の
変
と
い
う
。

こ
の
年
、
幕
府
と
朝
廷
と
の
政
治
的
力
学
関
係
が
大
き
く
変
化

し
た
。
島
津
久
光
は
攘
夷
論
者
で
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
幕
政

改
革
に
よ
っ
て
公
武
合
体
を
実
現
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
そ

し
て
薩
摩
藩
の
尊
攘
派
を
弾
圧
（
寺
田
屋
事
件
）
し
て
、
勅
使
大

原
重
徳
と
下
向
し
た
幕
政
改
革
を
要
求
し
た
。
し
か
し
寺
田
屋
事

件
後
は
、
京
都
で
は
か
え
っ
て
尊
攘
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ

の
勢
力
は
長
州
藩
を
中
心
と
す
る
尊
攘
派
で
あ
っ
た
。
朝
廷
も
こ

の
勢
力
に
お
さ
れ
、
朝
廷
は
三
条
実
美
を
勅
使
と
し
て
江
戸
に
派

表５―３５ 江戸湾（台場）の警備

品川第六台場

松代藩

福井藩

福井藩→松代藩

松代藩→高崎藩

高崎藩→白河藩

（『國史大辞典』２ 吉川弘文館出版より作成）

品川第五台場

庄内藩

庄内藩→小倉藩

小倉藩→松江藩

松江藩→川越藩

前橋藩→佐倉藩

御殿山下
（品川第四）台場

鳥取藩

鳥取藩→免除
（大坂湾岸へ）

徳島藩

徳島藩→水戸藩

水戸藩→中津藩

中津藩→笠間藩
（非常警備）

中津藩→山形藩

品川第三台場

忍藩

忍藩→高崎藩

高崎藩→宇和島藩

品川第二台場

会津藩

会津藩→姫路藩

姫路藩→福井藩

福井藩→川越藩

前橋藩→二本松藩

二本松藩→姫路藩

品川第一台場

川越藩

川越藩→広島藩

広島藩→忍藩

月日

１１．１４

１１．１６

９．２７

４．３

１０．１０

８．１５

８．２８

１０．２１

１０．２２

１２．４

１２．７

２．１５

５．１６

６．１１

８．１７

２．１６

８．５

８．２８

３．１３

５．２４

西暦

１８５３

１８５４

１８５９

１８６０

１８６１

１８６３

１８６４

１８６６

１８６７

年代

嘉永６

安政１

安政６

万延１

文久１

文久３

元治１

慶応２

慶応３
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遣
し
て
、
攘
夷
と
親
兵
設
置
を
幕
府
に
迫
っ
た
。
こ
の
た
め
、
幕
府
は
攘

夷
を
逡
巡
し
た
た
め
政
局
は
混
乱
し
た
。
し
か
し
京
都
で
は
尊
攘
運
動
が

急
速
に
盛
り
上
が
り
、
京
都
の
治
安
維
持
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
、
幕
府

は
会
津
藩
主
松
平
容
保
を
京
都
守
護
職
に
任
命
し
、
容
保
は
同
年
十
月
に

京
都
に
着
任
し
た
。
同
じ
こ
ろ
の
十
月
か
ら
翌
三
年
に
か
け
て
、
福
岡
・

広
島
・
久
留
米
藩
主
た
ち
が
入
京
し
、
将
軍
後
見
職
徳
川
慶
喜
・
政
治
総

裁
職
松
平
慶
永
・
老
中
格
小
笠
原
長
行
（
唐
津
藩
主
）
ら
の
幕
閣
を
は
じ

め
、
尾
張
藩
主
・
熊
本
藩
主
ら
も
入
京
し
た
。

こ
う
し
て
三
代
将
軍
徳
川
家
光
以
来
、
十
四
代
将
軍
徳
川
家
茂
が
上
洛

し
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
三
月
四
日
入
京
し
た
。
そ
し
て
将
軍
の
名

代
と
し
て
参
内
し
た
徳
川
慶
喜
に
対
し
て
「
征
夷
将
軍
の
儀
は
、
す
べ
て

こ
れ
ま
で
ど
お
り
委
任
」
（
庶
政
委
任
）
す
る
と
の
勅
命
を
得
た
。
だ
が
、

家
茂
が
参
内
す
る
と
「
政
治
問
題
で
こ
と
が
ら
に
よ
っ
て
は
、
諸
藩
に
対

し
て
直
接
指
令
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
」
と
条
件
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ

そ

ご

こ
に
、
朝
幕
間
に
解
釈
の
齟
齬
が
生
じ
て
、
諸
藩
は
「
朝
命
・
幕
令
二

途
」
に
出
て
、
そ
の
帰
趨
に
大
変
迷
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（『
維
新

史
』
第
三
巻

五
二
八
頁

小
笠
原
文
庫
「
攘
夷
記
事
」（
北
楠
叢
書
三

北

九
州
大
学
古
文
書
研
究
会
編

以
下
断
ら
な
い
限
り
こ
の
記
事
に
よ
る
）。
当

然
、
前
年
に
約
束
を
得
て
い
た
攘
夷
に
つ
い
て
、
朝
廷
は
攘
夷
決
行
の
期

日
を
迫
っ
た
。
そ
こ
で
、
四
月
、
徳
川
家
茂
は
決
行
期
日
を
文
久
三
年
（
一

八
六
三
）
五
月
十
日
と
す
る
返
答
を
し
、
諸
大
名
に
は
「
外
国
よ
り
襲
来

し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
を
打
ち
払
え
」
と
、「
我
よ
り
進
ん
で
戦
端
を
開
く

べ
か
ら
ず
（『
維
新
史
』
第
三
巻
）」
と
日
本
側
か
ら
積
極
的
に
戦
闘
を
開

始
す
る
こ
と
を
諌
め
つ
つ
、
四
月
二
十
三
日
諸
藩
に
命
じ
た
（
『
維
新
史
』

第
三
巻
よ
り
）。
三
月
に
は
親
兵
の
設
置
も
諸
藩
に
布
達
し
た
。

こ
の
年
、
文
久
二
年
に
起
こ
っ
た
生
麦
事
件
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の

賠
償
金
の
要
求
が
大
き
な
外
交
問
題
に
発
展
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
国
内

に
あ
っ
て
は
尊
攘
派
と
組
ん
だ
朝
廷
の
要
求
と
、
強
力
な
軍
事
力
を
バ
ッ

ク
に
し
た
外
圧
に
幕
府
は
苦
悩
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
親
兵
に
つ
い
て
、
小
倉
藩
は
七
月
二
十
一
日
に
、
伊
藤
仲
太
郎
を

は
じ
め
と
す
る
一
〇
人
が
京
都
に
出
発
し
た
。（
総
勢
一
二
〇
〇
余
人
、
三

条
実
美
の
統
括
、『
維
新
史
』
第
三
巻
よ
り
）。

小
倉
藩
の

領
海
警
備

文
久
二
年
八
月
、
家
老
島
村
志
津
摩
が
休
役
、
閏
八
月

に
九
代
藩
主
小
笠
原
忠
幹
の
弟
小
笠
原
敬
次
郎
が
政
事

世
話
方
に
任
命
さ
れ
た
（『
福
岡
県
史
』
第
三
巻
下
冊
）。
十
一
月
に
入
っ

て
、
島
村
志
津
馬
の
家
禄
が
召
し
上
げ
ら
れ
た
（
す
ぐ
に
復
職
）。
小
笠

原
織
衛
の
帰
役
、
一
転
役
儀
取
り
上
げ
慎
み
・
中
野
一
学
免
役
・
慎
み
と

「
こ
の
二
日
の
騒
動
は
言
語
道
断
人
気
も
大
い
に
動
揺
す
」
と
い
っ
た
状

態
で
、「
こ
の
た
び
の
一
件
は
藩
主
忠
幹
の
勘
考
違
い
」（
忠
幹
失
政
騒

動
）
と
取
り
沙
汰
さ
れ
た
（『
福
岡
県
史
』
第
三
巻
）。
こ
れ
に
つ
い
て
、

「
こ
の
節
小
倉
藩
二
つ
も
三
つ
に
も
分
か
れ
混
雑
の
由
承
る
。
島
村
と
敬

次
郎
君
と
確
執
こ
れ
あ
る
由
」（
白
石
正
一
郎
日
記
）
と
い
う
風
聞
を
か
も

し
だ
し
て
い
た
。

藩
主
小
笠
原
忠
幹
は
、
将
軍
家
茂
の
上
洛
随
行
の
た
め
小
倉
を
出
発

第５編 近 世
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し
、
十
二
月
末
に
大
坂
に
着
い
た
。
そ
し
て
翌
年
文
久
三
年
（
一
八
六

三
）、
将
軍
を
「
大
津
駅
へ
御
待
ち
受
け
三
月
四
日
、
同
所
よ
り
二
条
城

へ
御
先
供
相
勤
」
め
て
、
そ
の
ま
ま
在
京
し
た
。
尊
攘
運
動
が
高
ま
り
、

公
武
合
体
派
の
重
要
人
物
で
あ
る
政
事
総
裁
職
の
松
平
慶
永
や
山
内
豊
信

な
ど
の
諸
大
名
が
国
元
に
引
き
揚
げ
る
中
で
、
小
笠
原
忠
幹
は
将
軍
警
固

の
任
に
あ
っ
て
焦
燥
感
を
深
め
帰
国
の
許
可
を
得
よ
う
と
し
た
が
、
な
か

な
か
許
可
が
出
な
か
っ
た
。「
私
儀
御
上
洛
相
済
ま
し
、
還
御
の
節
相
勤

め
べ
き
と
こ
ろ
、
領
分
海
岸
の
儀
、
九
州
咽
喉
の
要
地
」
の
警
衛
だ
が
、

「
江
戸
表
御
警
衛
の
儀
も
軽
か
ら
ず
」
と
て
双
方
の
任
を
満
足
す
べ
く

「
分
知
同
姓
近
江
守
」（
支
藩
新
田
藩
主
小
笠
原
貞
正
）
を
代
理
に
た
て
る

こ
と
で
帰
国
が
叶
い
、
三
月
二
十
四
日
京
都
出
発
、
四
月
十
日
小
倉
に
到

着
し
た
。

小
倉
藩
で
は
藩
主
不
在
の
中
で
外
国
船
襲
来
に
備
え
、
領
内
の
海
岸
巡

視
や
台
場
の
場
所
の
図
面
を
作
成
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
月
に
は
大
砲
弾

丸
製
造
御
用
掛
を
設
置
し
、
弾
丸
の
製
造
を
開
始
し
た
（『
福
岡
県
史
』

第
三
巻
下
冊
）。
二
月
に
は
、
前
年
に
編
成
し
て
い
た
長
崎
異
変
時
や
外

国
船
の
襲
来
の
際
の
軍
事
編
成
の
人
数
を
増
加
し
た
。
こ
れ
に
編
成
さ
れ

て
い
な
い
藩
士
の
子
弟
（
十
五
歳
以
上
の
男
子
）
を
対
象
に
、
別
動
隊
・

予
備
隊
と
し
て
緊
急
の
際
に
思
永
館
に
集
合
す
る
よ
う
に
布
告
し
た
。

三
月
に
は
、
生
麦
事
件
の
賠
償
問
題
は
そ
の
処
理
い
か
ん
に
よ
っ
て
は

戦
争
状
態
に
な
る
ほ
ど
の
緊
迫
し
た
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
幕

府
は
万
石
以
上
の
諸
大
名
に
臨
戦
態
勢
を
と
る
よ
う
に
命
令
し
た
。
小
倉

藩
で
は
、
砲
弾
の
増
産
と
と
も
に
大
砲
の
鋳
造
に
懸
命
に
な
っ
た
が
、
銅

の
不
足
が
深
刻
と
な
り
大
砲
地
銅
御
買
上
掛
を
急
ぎ
設
置
し
た
。
ま
た
、

台
場
の
構
築
も
始
ま
っ
た
。
小
倉
紫
川
河
口
の
東
西
両
台
場
を
は
じ
め
、

大
里
・
葛
葉
・
門
司
・
速
戸
な
ど
関
門
海
峡
か
ら
筑
前
領
に
至
る
海
岸
線

に
砲
台
建
築
が
急
速
に
始
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
緊
急
事
態
に
備
え
、
領

民
の
安
全
性
を
考
慮
す
る
一
方
で
領
民
の
動
揺
を
抑
え
よ
う
と
し
て
触
れ

も
出
さ
れ
た
。
二
十
五
日
に
は
、
領
内
防
衛
の
各
隊
の
配
置
が
決
定
さ
れ

た
が
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
継
嗣
の
豊
千
代
丸
の
守
護
の
藩
士
六
七
人
、
異
国
船
渡
来
の
節
は
、
今
村
御
茶

屋
へ
立
ち
退
き
、
時
期
次
第
で
は
田
川
郡
に
立
ち
退
く

一
、
家
中
、
町
家
、
海
岸
に
近
い
村
や
浦
の
老
幼
婦
女
子
は
木
町
川
原
、
千
堂
、
清

水
台
付
近
よ
り
今
村
ま
で
の
間
に
集
め
、
時
宜
次
第
立
ち
退
き

一
、
各
隊
の
配
置

小
笠
原
正
備

延
命
寺
台
場

渋
田
見
舎
人
備

橋
本
―
門
司
口
の
間

福
原
七
郎
左
衛
門
備

橋
本
―
平
松
の
間

島
村
志
津
摩
備

干
上
り
台
場

こ
の
備
え
の
藩
士
以
外
の
十
五
歳
以
上
の
藩
士
の
子
弟
は
、
手
筈
通
り

思
永
館
に
集
合
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
（『
田
川
市
史
』
上
巻
）。

ま
た
、
家
老
小
宮
民
部
は
藩
命
と
し
て
郡
代
を
通
し
て
、
領
内
に
二
月

二
十
七
日
「
大
庄
屋
・
子
供
役
・
帯
刀
の
者
歳
・
名
前
並
男
子
の
者
は

歳
・
名
前
書
出
し
」（『
小
森
承
之
助
日
記
』
第
三
巻

北
九
州
歴
史
博
物
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館
刊
）
と
し
て
触
れ
出
さ
せ
た
。

農
兵
に
は
苗
字
帯
刀
を
許
可
し
た
が
、
無
給
で
武
器
は
自
弁
で
あ
っ

た
。
こ
の
農
兵
の
応
募
に
応
じ
た
者
は
多
く
、
す
ぐ
に
目
標
の
人
数
は
確

保
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
任
務
と
し
て
は
、
番
所
に
配
置
さ
れ
て
常
駐

し
、
通
行
人
の
改
め
や
一
般
の
警
備
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
藩
士
が

戦
闘
要
員
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
農
兵
は
藩
士
が
日
常
的
に
行
っ
て
き
た

仕
事
を
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

長
州
藩
の
攘
夷

決
行
と
小
倉
藩

五
月
十
日
を
も
っ
て
攘
夷
決
行
日
が
決
ま
っ
た
。
そ

の
た
め
、
五
月
九
日
小
倉
藩
の
留
守
居
役
が
そ
の
実

行
に
つ
い
て
大
坂
に
滞
留
し
て
い
た
老
中
板
倉
勝
静
に
問
い
合
わ
せ
た

が
、「
追
っ
て
差
図
」
と
の
回
答
が
あ
り
、
そ
の
前
の
五
月
四
日
、
江
戸

の
老
中
井
上
正
直
の
書
付
と
し
て
「
英
夷
一
条
追
々
切
迫
に
及
び
…
…
御

警
衛
場
所
厳
重
に
す
べ
し
、
も
っ
と
も
差
図
が
あ
る
ま
で
粗
忽
の
挙
動
」

が
な
い
よ
う
に
家
臣
に
伝
え
さ
せ
た
が
、
小
倉
に
到
着
し
た
の
は
五
月
十

二
日
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
五
月
七
日
に
は
長
州
藩
で
は
外
国
船
が
「
通
船

次
第
、
襲
来
し
な
く
て
も
打
ち
払
う
心
得
」
と
領
内
に
布
達
し
た
情
報
に

接
し
て
い
る
。
従
来
よ
り
こ
の
地
域
で
は
黒
田
藩
・
小
倉
藩
・
長
州
藩
三

藩
協
同
作
戦
の
手
筈
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
も
幕
府
か
ら
指
図

が
な
い
場
合
、
外
国
船
よ
り
「
襲
っ
て
こ
な
い
場
合
は
、
打
払
い
方
は
遠

慮
」
で
い
い
の
か
と
問
い
た
だ
し
て
い
る
。
こ
の
返
答
は
「
攘
夷
応
接
中

に
候
得
ど
も
、
襲
来
候
節
打
ち
払
い
苦
し
か
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
（
こ
の
返
答
は
五
月
二
十
三
日
に
老
中
板
倉
勝
静
か
ら
な
さ
れ
た
）。
幕
府

の
姿
勢
は
単
に
海
峡
を
通
過
す
る
外
国
船
を
砲
撃
し
な
い
よ
う
に
と
の
確

答
で
あ
り
、
沿
岸
警
備
を
厳
重
に
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
な
の
で
あ
る
。

ま
た
幕
府
か
ら
、
台
場
建
設
費
用
七
〇
〇
〇
両
の
拝
借
が
許
可
さ
れ
た
。

長
州
藩
の
攘
夷
決
行
は
、
幕
令
を
無
視
し
て
、
朝
命
と
し
て
な
さ
れ
、

次
の
よ
う
に
下
関
の
砲
台
か
ら
発
砲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。

五
月

十
日

ア
メ
リ
カ
商
船
ペ
ム
ブ
ロ
ー
グ
号
を
長
州
藩
軍
艦
庚

申
丸
が
襲
撃

五
月
二
十
三
日

フ
ラ
ン
ス
軍
艦
キ
ン
シ
ャ
ン
号
を
砲
撃

五
月
二
十
六
日

オ
ラ
ン
ダ
軍
艦
メ
ジ
ュ
サ
号
を
砲
撃

六
月

一
日

ア
メ
リ
カ
軍
艦
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
号
を
砲
撃
（
同
艦
は

長
州
軍
艦
庚
申
丸
・
壬
戌
丸
を
撃
沈
、
癸
亥
丸
を
大
破

し
た
）

六
月

五
日

フ
ラ
ン
ス
軍
艦
セ
ミ
ラ
ミ
ス
号
・
タ
ン
ク
レ
ー
ド
号

両
艦
を
砲
撃

ペ
ム
ブ
ロ
ー
グ
号
砲
撃
事
件
に
際
し
て
、
小
倉
藩
が
「
傍
観
的
態
度
」

に
出
た
こ
と
に
対
し
、
長
州
藩
は
憤
激
し
て
五
月
二
十
三
日
藩
士
を
遣
わ

し
て
強
硬
に
次
の
よ
う
に
難
詰
し
た
（『
維
新
史
』
第
三
巻
）。
五
月
十
日

は
攘
夷
期
限
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
船
通
航
の
際
、
小
倉
藩
は
合
図
の

大
砲
を
発
す
る
こ
と
も
な
く
、
長
州
藩
に
呼
応
し
て
砲
撃
を
加
え
る
こ
と

も
な
か
っ
た
の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
と
問
い
た
だ
し
た
（『
前

同
』）。
更
に
「
京
師
（
朝
廷
）
へ
伺
い
た
て
ず
に
は
済
ま
さ
れ
ま
い
」
と

も
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
、
小
倉
藩
は
「
五
月
十
日
攘
夷
期
限
の
沙
汰
は
、
拒
絶
期

限
と
心
得
、
な
お
ま
た
談
判
中
ニ
付
家
来
に
は
無
謀
過
激
の
所
業
を
し
な

い
よ
う
に
仰
せ
だ
さ
れ
た
の
で
、
此
方
は
発
砲
し
な
か
っ
た
」
と
答
え
、

ま
た
朝
廷
よ
り
将
軍
は
庶
政
を
委
任
さ
れ
た
か
ら
に
は
幕
府
の
命
令
は
す

え
い
り
ょ

な
わ
ち
叡
慮
同
様
と
心
得
て
い
る
と
長
州
藩
の
詰
問
を
一
蹴
し
た
。
こ
れ

よ
り
後
、
長
州
藩
と
小
倉
藩
の
係
争
が
激
化
し
た
の
で
あ
っ
た
（『
前

同
』）。

六
月
五
日
、
フ
ラ
ン
ス
軍
艦
は
下
関
砲
台
・
長
州
の
軍
艦
に
向
け
て
迎

撃
を
開
始
し
た
。
ま
た
、
同
軍
艦
二
隻
は
田
野
浦
沖
に
停
泊
し
て
、
そ
の

う
ち
七
、
八
人
が
小
倉
領
の
田
野
浦
に
上
陸
し
た
。
そ
し
て
、
小
倉
藩
の

在
番
の
藩
士
に
対
し
て
、
小
倉
藩
に
は
砲
撃
を
加
え
な
い
が
、
長
州
と
戦

闘
に
入
る
と
通
告
し
て
き
た
。

そ
の
間
、
六
月
一
日
長
州
藩
は
、
攘
夷
決
行
を
朝
廷
に
報
告
し
た
。
朝

廷
は
長
州
藩
の
攘
夷
決
行
を
た
た
え
、
一
方
、
小
倉
藩
を
は
じ
め
隣
藩
に

は
応
援
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
た
め
、
長
州
藩
が
苦
境
に
陥
っ
た
と
し

て
、
特
に
厳
し
く
小
倉
藩
の
罪
を
責
め
た
。
そ
し
て
六
月
六
日
に
は
、
も

は
や
戦
端
が
開
か
れ
た
以
上
、
応
援
攘
夷
を
す
る
よ
う
に
諸
藩
に
対
し
命

令
を
出
し
た
。
同
十
六
日
に
は
、
筑
前
・
秋
月
・
中
津
・
小
倉
・
津
和
野

の
各
藩
に
応
援
を
命
じ
た
。

六
月
六
日
の
朝
命
は
、
伝
奏
か
ら
京
都
留
守
居
役
が
呼
び
出
さ
れ
、

「
諸
藩
へ
も
仰
せ
だ
さ
れ
候
間
、
公
辺
御
差
図
な
く
と
も
打
ち
払
う
」
よ

う
に
攘
夷
（
海
峡
に
て
挟
撃
）
を
促
さ
れ
た
。
し
か
し
、
留
守
居
役
は
今

ま
で
ど
お
り
「
不
襲
来
の
節
は
、
打
ち
払
い
遠
慮
」
と
申
し
上
げ
た
。
更

に
大
坂
に
い
た
老
中
板
倉
勝
静
か
ら
は
、
戦
端
は
開
か
れ
て
い
る
が
現
在

「
横
浜
表
談
判
中
」、
そ
の
交
渉
が
決
裂
に
至
れ
ば
命
令
す
る
、
そ
れ
ま

で
は
「
打
ち
払
い
見
合
わ
せ
」（
静
観
）
す
る
よ
う
に
長
州
藩
主
に
も
伝

え
て
い
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
攘
夷
は
見
合
わ
せ
（
静
観
）

と
の
立
場
が
明
確
に
さ
れ
た
。

続
く
六
月
十
三
日
に
も
、
朝
廷
の
伝
奏
は
小
倉
藩
の
京
都
留
守
居
役

に
、
も
は
や
戦
端
が
開
か
れ
た
以
上
「
長
州
藩
の
危
急
は
皇
国
の
危
急
」

と
し
て
攘
夷
実
行
の
応
援
を
す
る
よ
う
に
再
び
指
示
し
て
き
た
。
同
日
、

小
倉
表
で
は
、
長
州
藩
の
方
か
ら
数
人
の
使
者
が
や
っ
て
き
て
、
小
倉
藩

の
静
観
的
な
態
度
を
な
じ
っ
て
帰
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
と
き
、
郡
代
河
野

四
郎
は
藩
の
重
臣
小
宮
四
郎
を
説
得
し
、
同
族
の
老
中
小
笠
原
長
行
に
面

会
し
て
、
幕
府
に
長
州
藩
の
行
動
を
抑
制
し
て
も
ら
う
べ
く
使
者
と
な

り
、
勘
定
奉
行
の
大
八
木
三
郎
右
衛
門
ら
を
同
行
者
と
し
て
六
月
十
五
日

江
戸
に
向
け
出
発
さ
せ
た
（『
小
倉
市
誌
』
下
巻
）。
そ
し
て
、
家
老
ら
は

長
州
藩
重
臣
た
ち
に
、
幕
令
が
あ
る
ま
で
は
攘
夷
を
行
う
べ
き
で
な
い
こ

と
、
更
に
申
し
越
し
の
領
内
の
台
場
地
借
用
は
断
る
内
容
の
書
状
を
送
っ

た
。
こ
れ
に
長
州
藩
重
臣
た
ち
は
二
十
四
日
返
事
を
よ
こ
し
、
小
倉
藩
の

評
議
や
老
中
板
倉
勝
静
か
ら
の
幕
令
も
承
知
し
て
い
る
が
、
も
は
や
開
戦

し
て
朝
廷
か
ら
賞
賛
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
忠
節
を
尽
く
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
む
し
ろ
小
倉
藩
も
朝
命
を
奉
じ
て
攘
夷
す
べ
き
で
あ
る
、
ま

た
、
台
場
借
用
に
つ
い
て
も
更
に
掛
け
合
う
と
伝
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
こ
れ
以
前
、
六
月
二
十
一
日
に
は
京
都
の
伝
奏
か
ら
大
里
の
久
留

米
藩
船
屋
敷
に
久
留
米
藩
が
砲
台
を
築
く
た
め
の
便
宜
を
図
る
よ
う
に
と

の
指
示
が
あ
っ
た
。

長
州
藩
の
重
臣
ら
の
書
簡
が
も
た
ら
さ
れ
た
二
十
四
日
の
昼
時
分
、

七
、
八
〇
人
の
長
州
藩
兵
が
大
砲
一
台
と
小
銃
五
〇
挺
を
田
野
浦
に
下
ろ

し
、
続
々
と
三
〇
〇
人
ほ
ど
の
藩
兵
が
占
拠
し
た
。
こ
う
し
て
、
長
州
藩

兵
は
砲
台
を
築
造
し
て
厳
重
に
外
国
船
の
通
航
を
遮
断
し
た
の
で
あ
る

（『
維
新
史
』
第
三
巻
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
倉
藩
は
拒
否
し
た
が
聞
き

入
れ
ら
れ
ず
、
双
方
で
対
峙
し
て
は
「
内
乱
ヲ
起
シ
…
公
辺
手
障
り
」
と

な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
不
本
意
な
が
ら
と
り
あ
え
ず
静
観
し
た
。
七

月
に
入
っ
て
、
奇
兵
隊
の
滝
弥
太
郎
と
門
司
在
番
役
の
小
倉
藩
士
ら
の
間

で
、
長
州
の
田
野
浦
占
拠
の
撤
退
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
小
倉
藩
側
は

「（
将
軍
の
）
御
沙
汰
次
第
で
は
、
今
日
ニ
も
打
ち
払
い
候
覚
悟
ニ
て
専

ら
用
意
備
え
」
て
い
る
、
ま
た
、「
公
武
御
一
体
」
で
あ
り
、
将
軍
か
ら

の
沙
汰
で
は
な
く
て
は
筋
が
通
ら
な
い
、
弥
太
郎
は
攘
夷
の
勅
命
を
「
諸

侯
に
御
沙
汰
な
く
等
閑
に
し
て
い
る
の
は
不
忠
」
で
は
な
い
か
、「
公
武

一
体
」
で
は
な
い
と
答
え
て
、
平
行
線
の
ま
ま
、「
も
は
や
（
大
砲
を
）

据
え
方
致
し
」
て
い
る
か
ら
と
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
交
渉
は
不
調
に
終

わ
っ
た
。
小
倉
藩
側
に
は
攘
夷
に
つ
い
て
、「
双
方
の
趣
意
に
大
本
に
行

き
違
い
」
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
末
端
の
行
き
違
い
や
不
満
が
生
じ
て
い

る
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
て
、
冷
静
に
対
処
出
来
て
い
る
。

七
月
三
日
、
京
都
の
伝
奏
に
留
守
居
役
は
「
勅
命
の
御
直
達
は
初
め
て

の
儀
、
…
…
従
来
、
幕
府
の
命
令
を
以
て
進
退
仕
来
り
候
」
家
柄
で
あ
る

の
で
、
関
東
（
幕
府
）
に
現
在
問
い
合
わ
せ
中
で
あ
る
と
答
え
、
小
倉
藩

の
立
場
を
伝
え
て
い
る
。

こ
の
こ
ろ
、
京
都
で
は
攘
夷
運
動
が
大
変
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い

お
お

ぎ

ま
ち
き
ん
た
だ

た
。
そ
こ
で
朝
廷
は
、
六
月
十
四
日
、
公
家
の
正
親
町
公
董
に
攘
夷
監
察

使
を
命
じ
、
長
州
藩
に
下
向
さ
せ
た
。
こ
れ
は
長
州
藩
を
慰
労
し
、
西
国

諸
藩
を
奮
起
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
（
赴
い
た
正
親
町
勅
使
に

対
し
、
長
州
藩
士
の
一
部
が
小
倉
藩
の
弾
劾
文
を
渡
し
、「
征
討
の
命
」
を

願
っ
た
が
、
勅
使
は
こ
れ
を
固
辞
し
た
）（『
前
同
』）。

勅
使
は
七
月
十
四
日
使
者
を
よ
こ
し
、
家
老
と
面
会
し
て
攘
夷
実
行
の

即
答
を
迫
っ
た
。
重
臣
た
ち
は
こ
の
強
行
姿
勢
に
対
し
て
、「
長
州
と
戦

争
に
及
び
、
皇
国
内
乱
の
兵
乱
を
開
い
て
は
そ
の
罪
軽
」
か
ら
ず
、
ま

た
、
度
重
な
る
伝
奏
か
ら
の
沙
汰
も
あ
る
の
で
、「
勅
詔
」
を
奉
じ
、
幕

府
に
も
伝
え
る
と
し
て
、
七
月
十
六
日
に
攘
夷
決
行
を
領
内
に
布
達
し

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
中
村
平
左
衛
門
日
記
』
に
は
「
攘
夷
決
心
に
相

成
り
候
は
、
水
戸
様
・
土
佐
様
・
肥
後
様
よ
り
の
使
者
」
が
来
た
た
め
に

決
心
し
た
と
紹
介
し
て
い
る
（
北
九
州
市
立
歴
史
博
物
館
編
『
中
村
平
左
衛

門
日
記
』
第
十
巻
）。
こ
の
使
者
は
、
勅
使
に
随
行
し
た
「
御
供
御
大
名

よ
り
の
御
付
添

水
戸

土
州

芸
州

姫
路

肥
後

久
留
米

長
州

（『
小
森
承
之
助
日
記
』
第
三
巻
）」
の
藩
士
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

長
州
藩
藩
士
は
、
七
月
十
五
日
田
野
浦
の
御
茶
屋
を
占
拠
（『
小
森
承

之
助
日
記
』
第
三
巻
）、
翌
十
六
日
に
は
勅
使
が
田
野
浦
に
上
陸
し
、
砲
台
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か
ら
大
砲
の
試
射
を
視
察
、
十
八
日
に
は
大
里
に
上
陸
し
、
久
留
米
藩
の

大
砲
の
試
射
を
視
察
し
た
（『
中
村
平
左
衛
門
日
記
』
第
十
巻
、『
小
森
承
之

助
日
記
』
第
三
巻
）。

小
倉
藩
が
攘
夷
決
行
の
決
心
に
傾
い
て
い
た
こ
ろ
、
幕
府
の
動
向
は
別

方
向
に
動
い
て
い
た
。
七
月
九
日
、
長
州
藩
江
戸
藩
邸
に
対
し
て
、「
外

船
撃
攘
禁
止
」
を
厳
命
し
、
更
に
中
根
一
之
丞
正
聖
を
「
外
船
撃
攘
及
び

小
倉
領
侵
入
の
科
」
を
糾
問
す
る
た
め
に
長
州
に
派
遣
す
る
こ
と
に
し

た
。
中
根
ら
は
、
幕
府
軍
艦
朝
陽
丸
に
て
七
月
十
五
日
出
帆
、
七
月
二
十

三
日
に
門
司
白
野
江
沖
に
投
錨
し
た
が
、
長
州
藩
兵
に
取
り
囲
ま
れ
、
朝

陽
丸
は
乗
っ
取
ら
れ
た
。
こ
の
朝
陽
丸
に
は
、
江
戸
に
登
っ
て
幕
府
の
指

示
を
仰
い
で
い
た
河
野
四
郎
・
大
八
木
三
郎
左
衛
門
の
一
行
が
乗
船
帰
倉

中
で
あ
っ
た
。
極
秘
行
動
を
と
っ
て
い
た
河
野
と
大
八
木
は
、
藩
に
難
題

が
か
か
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
自
刃
し
て
果
て
た
。
ま
た
、
中
根
は
長

州
藩
の
小
郡
に
て
会
談
を
も
ち
、
長
州
藩
の
攘
夷
を
責
め
、
か
つ
小
倉
領

田
野
浦
占
拠
を
非
難
し
て
撤
退
を
求
め
た
。
し
か
し
、
中
根
は
朝
陽
丸
を

だ拿
捕
さ
れ
た
上
、
二
十
一
日
暗
殺
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
幕
府
と
長
州
藩
の

対
立
は
激
化
し
た
の
で
あ
る
（『
維
新
史
』
第
三
巻
）。

同
行
の
幕
府
の
役
人
（
徒
目
付
）
は
同
人
た
ち
か
ら
預
か
っ
た
文
書
を

も
っ
て
逃
げ
延
び
、
二
十
七
日
に
な
っ
て
小
倉
に
着
い
た
。
こ
う
し
て
も

た
ら
さ
れ
た
幕
府
の
文
書
に
は
、
田
野
浦
占
拠
の
長
州
藩
兵
を
実
力
で
排

除
し
、
福
岡
藩
・
中
津
藩
・
広
島
藩
に
は
小
倉
藩
を
応
援
す
る
よ
う
に
指

示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
幕
府
は
、
長
州
藩
と
の
対
決
姿
勢
を

明
確
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

八
月
十
八
日
の
政
変

長
州
藩
兵
の
横
暴
の
中
に
あ
っ
て
、
攘
夷
決
行

を
決
心
し
た
も
の
の
、
藩
主
忠
幹
は
河
野
四
郎

を
「
外
様
番
頭
格
と
し
、
百
石
加
増
、
歌
を
詠
」（『
小
倉
市
誌
』
下
巻
）

み
表
彰
（
大
八
木
に
も
歌
を
詠
ん
だ
）
し
た
。
河
野
郡
代
の
葬
儀
に
は
大

庄
屋
ら
が
参
列
し
た
（『
小
森
承
之
助
日
記
』
第
三
巻
）。
ま
た
、
河
野
・

大
八
木
の
自
刃
を
受
け
て
、
家
中
一
統
は
登
城
し
「
大
評
議
」
を
し
た
。

こ
れ
に
関
し
て
中
村
平
左
衛
門
も
関
心
を
寄
せ
た
が
、「
未
タ
御
模
様
不

相
分
」
と
い
う
あ
り
様
で
あ
っ
た
（『
中
村
平
左
衛
門
日
記
』
第
十
巻
）。

し
か
し
、
幕
府
か
ら
黒
田
藩
・
広
島
藩
・
中
津
藩
に
応
援
が
命
じ
ら
れ
た

こ
と
、
及
び
「
諸
事
相
談
す
べ
し
」
と
の
幕
令
は
心
強
か
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

な
が
み
ち

一
方
、
幕
府
中
央
で
は
老
中
小
笠
原
長
行
の
独
断
専
行
の
形
で
、
重
要

課
題
と
な
っ
て
い
る
生
麦
事
件
の
損
害
賠
償
金
四
四
万
ド
ル
を
五
月
イ
ギ

リ
ス
に
支
払
っ
て
解
決
し
た
。
そ
こ
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
七
月
二
日
七
隻
の

艦
隊
を
派
遣
し
て
鹿
児
島
藩
と
戦
い
勝
利
し
た
（
薩
英
戦
争
）。
事
態
は

外
国
を
含
め
て
大
き
く
変
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

孝
明
天
皇
は
強
烈
な
攘
夷
論
者
で
あ
っ
た
が
、
尊
攘
派
の
行
動
と
は
一

線
を
画
し
て
い
て
、
あ
く
ま
で
幕
府
を
通
し
て
公
武
合
体
で
行
う
べ
き
で

あ
る
と
の
方
針
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
天
皇
の
意
志
を
う
け
て
朝
廷

内
で
は
公
武
合
体
派
公
卿
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
が
秘
密
裏
に
進
め
ら

れ
た
。
彼
ら
と
結
ん
で
会
津
藩
と
薩
摩
藩
と
が
事
実
上
の
武
力
行
動
を
起
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こ
し
、
一
挙
に
京
都
か
ら
尊
攘
派
を
一
掃
す
る
計
画
が
綿
密
に
練
ら
れ
、

八
月
十
八
日
の
未
明
に
実
施
さ
れ
た
。

こ
の
政
変
直
後
の
八
月
二
十
四
日
、
京
都
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
中
目
付

の
加
藤
小
平
治
が
八
月
十
五
日
に
京
都
を
出
発
し
て
小
倉
に
二
十
三
日
到

着
し
、
次
の
よ
う
な
知
ら
せ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

「
京
都
の
御
様
子
当
節
、
御
当
家
は
不
容
易
御
模
様
ニ
相
成
り
候
も
長

州
ヨ
リ
申
し
立
て
ら
れ
候
由
に
て
小
倉
御
征
伐
も
こ
れ
あ
る
べ
き
模
様
ニ

相
運
び
候
と
こ
ろ
会
津
・
河
州
家
外
御
旧
縁
の
御
方
々
の
取
り
持
ち
に

よ
っ
て
漸
く
御
疑
念
は
れ
」
た
と
い
う
、
当
時
の
小
宮
四
郎
左
衛
門
を
は

じ
め
と
す
る
家
老
ら
に
と
っ
て
驚
愕
す
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
。

一
、
小
倉
拾
五
（
万
脱
）
石
之
所
ヲ
三
万
石
ニ
仰
せ
つ
け
ら
れ

一
、
そ
の
後
、
小
倉
征
伐
申
し
立
て
の
事

一
、
中
川
宮
大
将
の
事

一
、
万
里
小
路
殿
下
向
の
事

小
笠
原
文
庫
「
攘
夷
記
事
」

つ
ま
り
、
長
州
藩
の
攘
夷
決
行
を
め
ぐ
る
小
倉
藩
と
長
州
藩
と
の
係
争

（『
維
新
史
』
第
三
巻
）
か
ら
、
文
久
三
年
八
月
初
旬
「
攘
夷
親
征
と
小
倉

藩
処
分
問
題
」
を
め
ぐ
っ
て
京
都
の
政
局
が
激
動
し
て
い
た
（
以
下
佐
々

木
克
『
幕
末
政
治
と
薩
摩
藩
』（
吉
川
弘
文
館
）
一
四
五
〜
一
六
二
頁
よ
り
）。

そ
の
内
容
は
、
鳥
取
藩
主
池
田
慶
徳
か
ら
老
中
板
倉
勝
静
に
あ
て
た
極
秘

の
書
簡
（
文
久
三
年
八
月
九
日
付
）
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
、
以
下
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
幕
府
も
攘
夷
遵
奉
の
姿
勢
を
鮮
明
に
し
「
横
浜
攘
斥
」
に
取
り
掛
か

る
こ
と
だ
ろ
う
。

②
現
在
の
急
務
は
第
一
に
攘
夷
で
あ
る
が
、
内
治
も
重
要
で
あ
る
。
心

配
な
の
は
長
州
藩
と
小
倉
藩
の
対
立
で
、
内
乱
に
ま
で
発
展
す
る
恐

れ
が
あ
る
。

③
長
州
藩
は
国
を
あ
げ
て
、
必
死
の
覚
悟
で
攘
夷
の
先
鋒
を
実
行
し

た
。
こ
の
点
は
叡
慮
も
満
足
し
、
天
下
の
人
民
も
感
激
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
幕
府
に
お
い
て
も
将
軍
か
ら
長
州
藩
の
功
を
賞

し
、
田
ノ
浦
辺
の
土
地
、
三
万
石
く
ら
い
を
贈
与
し
て
は
ど
う
か
。

④
小
倉
藩
処
分
に
つ
い
て
、
米
沢
藩
主
、
徳
島
藩
世
子
、
岡
山
藩
主
と

相
談
し
た
。
処
分
案
は
あ
ま
り
に
厳
し
い
と
思
う
。
官
位
に
つ
い
て

は
朝
廷
に
任
せ
る
の
が
よ
い
と
思
う
が
、
領
地
の
没
収
は
今
後
の
小

倉
藩
の
態
度
を
み
て
か
ら
に
し
た
い
と
思
う
。

⑤
幕
府
か
ら
小
倉
藩
に
攘
夷
の
先
鋒
を
命
じ
、
前
非
（
傍
観
の
罪
）
を

理
由
に
二
な
い
し
三
万
石
の
減
地
を
行
う
（
こ
れ
を
朝
廷
で
は
な
く

幕
府
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
）。

⑥
天
皇
は
親
征
に
は
同
意
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
中
国
・
四
国
・
九

州
の
諸
藩
が
「
攘
夷
ニ
決
定
一
致
」
し
て
い
な
い
の
で
、
天
皇
は
中

川
宮
を
鎮
撫
の
た
め
に
派
遣
を
命
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…

小
倉
藩
を
「
征
討
」
す
る
と
い
う
話
も
あ
っ
て
、
は
な
は
だ
大
変
な

こ
と
で
あ
る
。

⑦
小
倉
藩
主
が
朝
廷
か
ら
厳
罰
を
蒙
り
、
幕
命
で
二
、
三
万
石
の
減
地
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と
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
家
名
の
存
続
に
か

か
わ
る
よ
う
な
こ
と
は
避
け
た
い
。

鳥
取
藩
主
池
田
慶
徳
が
心
配
す
る
と
こ
ろ
は
、
小
倉
藩
と
長
州
藩
と
の

戦
争
か
ら
発
展
し
て
内
乱
が
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
内
乱
が

国
（
日
本
）
の
滅
亡
に
も
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
と
は
、
国
家
の
将
来
に

思
い
を
い
た
す
当
時
の
心
あ
る
人
々
の
共
通
す
る
認
識
で
あ
っ
た
。
小
倉

藩
の
処
分
が
過
酷
で
あ
れ
ば
、
小
倉
藩
の
反
発
は
当
然
予
測
さ
れ
、
こ
れ

も
内
乱
の
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
小
倉
藩
処
分
が
真
木
和
泉
や
長
州

藩
等
一
部
の
勢
力
の
強
い
意
見
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
問
題
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
武
家
社
会
の
混
乱
」（
佐
々
木
前
掲
書
一
五
五
〜
一
五
六
頁
）

に
結
び
つ
く
か
ら
で
あ
る
。
な
お
小
倉
藩
の
処
分
に
関
し
て
は
、
大
幅
な

寛
典
処
分
案
を
起
草
し
て
、
慶
徳
ら
が
連
署
し
て
十
一
日
に
武
家
伝
奏
に

提
出
し
て
い
る
。

八
月
十
四
日
、
攘
夷
強
硬
論
の
志
士
た
ち
が
学
習
院
出
仕
を
命
じ
ら
れ

（『
維
新
史
』
第
三
巻
）、
同
じ
考
え
の
公
家
の
発
言
力
が
ま
す
ま
す
強
ま

り
、
一
部
の
勢
力
に
よ
っ
て
朝
議
が
完
全
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ

う
し
た
状
況
に
天
皇
外
公
家
た
ち
や
在
京
の
諸
侯
の
間
に
危
機
感
が
生
ま

れ
、
政
変
の
準
備
が
秘
か
に
計
画
さ
れ
た
。
前
述
の
八
月
十
八
日
の
政
変

の
起
爆
剤
と
な
っ
た
の
は
攘
夷
親
征
と
小
倉
藩
処
分
問
題
で
あ
っ
た

（
佐
々
木
克
前
掲
書
、
一
四
四
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
小
倉
藩
重
臣
た
ち
の

あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
小
倉
藩
の
命
運
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
の
八
月
十
八
日
の
政
変
に
よ
っ
て
、
公
武
合
体
派
が
京
都
を
制
圧
し

た
。
長
州
藩
に
は
退
去
の
勅
命
が
下
り
、
七
卿
が
都
落
ち
し
た
。
こ
う
し

て
、
公
武
合
体
派
が
主
導
権
を
握
る
こ
と
が
出
来
た
。

長
州
藩
は
占
拠
し
て
い
た
田
野
浦
か
ら
兵
を
引
き
揚
げ
（
九
月
十
一
日

『
中
村
半
左
衛
門
日
記
』
第
十
巻
）、
奪
っ
て
い
た
幕
府
の
軍
艦
朝
陽
丸

を
返
還
し
た
（
九
月
）。

小
倉
藩
に
と
っ
て
は
、
長
い
苦
渋
に
満
ち
た
三
か
月
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
小
倉
藩
の
対
応
が
没
主
体
性
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
は

正
し
く
な
い
。
む
し
ろ
、
譜
代
藩
と
し
て
の
理
念
―
幕
府
を
守
護
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
論
理
―
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ

れ
が
行
動
基
準
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
り
、
小
倉
藩
の

一
連
の
行
動
が
優
柔
不
断
の
誤
解
を
招
い
て
い
る
と
の
指
摘
（『
北
九
州

市
史
』
近
世
編

第
三
編
第
二
章
）
は
重
要
で
あ
る
。

さ
て
八
月
十
八
日
の
政
変
以
後
の
政
局
を
見
る
と
、
今
度
は
公
武
合
体

派
の
天
下
で
あ
る
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
九
月
末
か
ら
十
二
月
に
か

け
て
、
公
武
合
体
派
の
諸
大
名
が
相
つ
い
で
入
京
し
た
（
島
津
久
光
・
伊

達
宗
城
・
山
内
豊
信
・
松
平
慶
永
ら
）。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
将
軍

家
茂
は
、
公
武
合
体
体
制
を
固
め
る
た
め
、
ふ
た
た
び
京
都
に
赴
い
た
。

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
正
月
十
五
日
入
京
。
二
十
日
庶
政
を
幕
府
に
委

任
す
る
と
の
沙
汰
が
下
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
庶
政
委
任
も
前
回
と
同

様
、
朝
廷
側
と
幕
府
側
と
で
は
受
け
取
り
方
の
違
い
が
あ
っ
た
。
幕
府
は

文
字
ど
お
り
庶
政
委
任
と
解
釈
し
た
。
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英
彦
山
事
件

こ
の
年
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
五
〜
六
月
浪
士
や

長
州
藩
士
が
英
彦
山
に
入
り
込
み
、
英
彦
山
神
社
の
社

僧
と
組
ん
で
決
起
し
、
攘
夷
を
決
行
し
な
い
小
倉
藩
を
領
内
か
ら
つ
き
崩

し
て
小
倉
城
を
占
拠
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
。
ま
た
、
英
彦
山
神
社

は
、
元
来
勅
願
所
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
尊
王
の
素
地
は
十
分
あ
っ
た
。

八
月
十
八
日
の
政
変
で
、
事
態
は
一
変
し
た
。
尊
攘
派
の
者
に
対
す
る
探

索
が
厳
し
く
な
る
と
、
英
彦
山
は
彼
ら
の
避
難
場
と
な
り
多
く
の
者
た
ち

が
集
ま
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
十
一
月
小
倉
藩
は
兵
を
送
り
込
ん
で
、
座

主
か
ら
攘
夷
決
起
を
促
す
計
画
に
参
画
し
た
僧
た
ち
・
浪
士
た
ち
を
捕
ら

え
て
処
罰
し
た
。

第
二
節

幕
長
戦
争

一

第
一
次
長
州
征
討

禁
門
の
変

京
都
で
の
尊
攘
派
の
勢
力
挽
回
を
図
ろ
う
と
し
て
、
長

州
藩
は
京
都
を
守
る
会
津
・
薩
摩
藩
を
中
心
と
す
る
公

武
合
体
派
の
守
備
兵
た
ち
と
武
力
衝
突
し
た
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

は
ま
ぐ
り

七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
禁
門
の
変
（

蛤

御
門
の
変
）
と
い
う
。

前
年
の
八
月
十
八
日
の
政
変
か
ら
京
都
は
、
公
武
合
体
派
が
勢
力
を
盛
り

返
し
て
い
た
。
一
方
、
長
州
藩
内
は
、
藩
論
（
藩
の
政
策
）
が
二
つ
に
分

か
れ
て
紛
糾
し
て
い
た
。
ひ
そ
か
に
勢
力
挽
回
を
図
ろ
う
と
、
京
都
に
い

た
尊
攘
派
の
志
士
た
ち
が
、
六
月
に
、
新
撰
組
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
池
田

屋
騒
動
が
お
き
た
。
こ
の
事
件
を
契
機
に
長
州
藩
は
出
兵
を
決
意
し
、
世

く
に

し

し
な

の

子
毛
利
定
広
と
福
原
越
後
・
国
司
信
濃
・
益
田
右
衛
門
介
ら
三
家
老
が
藩

兵
な
ど
を
率
い
て
上
京
し
た
。
七
月
十
九
日
か
ら
会
津
・
桑
名
・
薩
摩
・

彦
根
藩
兵
か
ら
な
る
京
都
守
備
兵
と
戦
端
が
開
か
れ
、
戦
闘
は
一
日
で
終

わ
っ
た
が
、
京
都
市
中
は
火
災
に
包
ま
れ
て
多
く
の
罹
災
者
が
出
た
。
こ

の
と
き
、
真
木
和
泉
（
久
留
米
水
天
宮
の
神
官
）
は
み
ず
か
ら
組
織
し
た

忠
勇
隊
を
率
い
て
戦
っ
た
。
し
か
し
、
戦
い
に
敗
れ
て
、
七
月
二
十
一
日

天
王
山
頂
（
現
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
町
）
に
て
諸
藩
出
身
の
浪
士
と
と

も
に
命
を
絶
っ
た
。

こ
の
変
の
結
果
、
七
月
二
十
三
日
に
は
長
州
藩
追
討
の
命
令
が
出
さ

れ
、
長
州
征
討
（
第
一
次
）
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
国
連
合
艦
隊

下
関
砲
撃
事
件

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ

リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
な
る
四
国
連
合

艦
隊
は
、
攘
夷
決
行
し
た
長
州
藩
の
下
関
を
攻
撃
し
て
、
関
門
海
峡
の
通

航
の
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
（『
維
新
史
』
第
四
巻
）。
こ
の
攻
撃
の

原
因
は
も
ち
ろ
ん
長
州
藩
の
攘
夷
行
動
に
あ
っ
た
が
、
他
の
理
由
と
し
て

幕
府
の
横
浜
鎖
港
の
政
策
を
止
め
さ
せ
る
と
い
う
ね
ら
い
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
と
き
ロ
ン
ド
ン
留
学
か
ら
帰
国
し
て
攻
撃
中
止
工
作
に
奔
走

し
て
い
た
伊
藤
博
文
と
井
上
馨
の
努
力
も
む
な
し
く
、
攻
撃
は
八
月
五
日

に
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
長
州
藩
の
前
田
孫
右
衛
門
と
井
上
が
交
渉

に
臨
ん
だ
が
間
に
合
わ
ず
、
前
田
は
「
あ
あ
国
事
を
誤
れ
り
」
と
涙
を
流
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